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本勉強会としては、一般的に建築規制の在り方について議論するのではなく、建築の理

念と関係者の責務を明示した建築基本法の制定を前提とし、そのもとで、建築基準法、建

築士法を抜本的に改正するためにはどのような問題があるかを整理することが、目的であ

ることを確認したい。このことは、昨年 12 月の国交大臣発言のかたちで、すでにメディア

を通しても報じられていることである。そのような方向性を明確にすることで、初めて限

られた時間内において有効な議論がなされる。 
 
勉強会の議論の進め方としては、以下のように提案する。建築基本法の具体的な提案を 1

年程度でまとめる。まずは、建築の理念と関係者の責務を、一般の国民が理解できるよう

な形で記述したものを作成することを優先する。さらに建築基本法に、建築基準法をはじ

めとする建築関連の法体系の抜本的改正を、なるべく短期間に実行するための、政策委員

会を内閣府に設けることなどを盛り込むことが望ましいと考える。同時に建築基準法の抜

本改正について議論する。法律としては、出来る限りスリム化し、単体規定に関する施行

令、告示は廃止の方向で検討する。仕様規定的な内容は、条例に委ねる。集団規定に関し

ては、都市計画法の改正も念頭において、自治体で地区計画を策定し、地域住民の合意が

得られるよう、自治体の許可制度とすることを検討する。さらに建築士法の抜本的見直し

も必要である。新しい資格制度については、建築に関する法規制が理解できることに止ま

るものでなく、理念の実現に向けて、専門家としての判断のできることを要件とする。構

造設計 1 級建築士や設備設計 1 級建築士資格は、法を超える判断能力を有することを期待

する形になっていないこと、多くの実務実態が、意匠を担当する建築士の下請けとなって

いることなどから、建築基本法の理念を実現する専門家としては不十分であり、新しい資

格（国家資格とは限定されない）が必要である。 
 
伝統木造について考える。江戸時代から、昭和初期にかけて、住宅は伝統的な工法を基

本において、いわゆる構造計算などによらない形で発展してきた。その技術は明治以降、

近代的知見も踏まえて、高度化したと言われる。そのような技術とその成果物の評価とし

て、現行の建築基準法による構造計算に基づく規制には、根本的な無理がある。建築主と

棟梁の責任の下で作られる限りにおいて、小規模な伝統木造住宅については、建築基本法

のもとで合法化することが、持続可能型社会にはふさわしい。同時に、責任のとれる棟梁

の資格化が必要となろう。 
 
耐震化が進まない問題について、考える。まず、建築基準法の最低基準とされるものが、

地盤や解析法で見ても要求耐力評価に倍半分の違いがあるので、１の耐力をもつとされる
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ものが、0.5 の耐力しかないものよりも危険である場合もあるということが、なかなか行政

的には理解されないという問題がある。もちろん、専門家がそこですべて正しく判断でき

るというわけではないが、安全性の尺度を定義すれば、政令規定によるものよりも合理的

な判断が可能となる。また、既存建物に対しては、例えば、仮に現行規定による形でも、

一律の耐震化策ではなく、個々の条件に応じた対応が導入可能である。１の耐力が標準的

なレベルとするときに、10 段階で評価するとして、0.2 以下のものは、強制的な不使用の

処置が必要である一方で、0.5 以下のものは、直ちに改修する義務は負わないが、そのよう

な状態を建築物所有者が理解した上で、使用者、利用者に説明する義務を負う、というよ

うな制度の導入が必要である。そして、その判断は、マニュアルのみで一律に行うのでは

なく、専門家の判断を基本とする。耐震化に対して、国や自治体がどの程度の予算を割く

ことができるかという問題は、レベルの設定と同時に検討されなくてはいけない。したが

って、耐震水準の問題は、科学技術的に正解を求めるという問題ではなく、社会的利害調

整の問題として解かれるべき政治的課題である。そのような議論がなされないと、あいま

いな責任のもとで、形式的な目標設定しかできない。そしてその問題の答えは、地域に委

ねることが基本である。 
 
安全性、維持保全に限らず、社会資産としての建築の理念を達成するための、建築主と

専門家の責務をうたうことと、さまざまなルールの決定権を基本的に地方自治に委ねるこ

とが、今、必要とされる建築規制の在り方の原点であることを確認して、議論を進める必

要があると考える。詳細な規制に代わる制度は、情報公開と専門家の説明責任である。こ

のことにより、1998 年の性能規定化でめざした建築主の自己責任が、初めて制度的に可能

となる。 
 
 東日本大震災の復興にあたっても、地域の特性を生かしたまちづくり家づくりが求めら

れていることから、専門家の積極的な復興への関与が必要であると同時に、状況によって

は、都市計画法や建築基準法を前提としない建築行政が求められる場合もある。そのよう

な場合、建築基本法の制定が有効に機能する実施例としての実現は望ましく、国の立場に

おいても実験的に応援するということが考えられてもよいのではないか。 
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